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報 道 発 表 
平 成 30 年 3 月 9 日 

仙 台 管 区 気 象 台 

 

鳥海山の噴火警戒レベルの運用を開始します 
 

3 月 27 日 14 時から鳥海山の噴火警戒レベルの運用を開始します。

噴火警戒レベルに応じて自治体や住民のとるべき防災対応が明示さ

れます。 

 

 秋田県と山形県の県境に位置する鳥海山では、鳥海山火山防災協議会におけ

る協議の結果、平成 30 年 3 月 27 日 14 時より噴火警戒レベルを運用し、これを

適用した噴火予報や噴火警報等の発表を行うこととなりました。 

噴火警戒レベルの運用開始時点で火山活動に特段の変化がない場合は、「噴

火予報（噴火警戒レベル１、活火山であることに留意）」を発表します。 

なお、噴火警戒レベルの判定基準とその解説については、噴火警戒レベルの

運用開始日までに、準備が出来次第公表する予定です。  

 

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機

関や住民等の「とるべき防災対応」を５段階に区分して発表する指標です。 

 噴火警戒レベルを運用している火山は、これにより 39 火山となります。 

今後も、地元自治体等と噴火警戒レベルを活用した火山防災対策の検討を進

め、所要の準備の整った火山から順次、噴火警戒レベルを運用していく予定で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：地震火山課 担当 火山防災官 水岸 

電話 022-256-1965  FAX 022-297-3033 



  

 

 

平成19年 12 月 16 火山 

樽前山、北海道駒ヶ岳、岩手山、吾妻山、草津白根山、

浅間山、富士山、伊豆大島、九重山、阿蘇山、雲仙岳、

霧島山（御鉢、新燃岳）※、桜島、薩摩硫黄島、口永良部

島、諏訪之瀬島 

平成20年 

３月 ２火山 御嶽山、三宅島 

６月 １火山 有珠山 

12 月 ２火山 雌阿寒岳、十勝岳 

平成21年 
３月 ４火山 那須岳、磐梯山、安達太良山、箱根山 

10 月 １火山 秋田駒ヶ岳 

平成23年 ３月 ３火山 伊豆東部火山群、焼岳、新潟焼山 

平成25年 ７月 １火山 秋田焼山 

平成27年 
９月 １火山 白山 

10 月 １火山 倶多楽 

平成28年 

３月 ２火山 アトサヌプリ、恵山 

７月 ３火山 岩木山、蔵王山、鶴見岳・伽藍岳 

12 月 １火山 日光白根山、霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺）※ 

平成30年 ３月 １火山 鳥海山 

※霧島山では、御鉢、新燃岳及びえびの高原（硫黄山）周辺で噴火警戒レベルを 

運用していますが、噴火警戒レベルが運用されている火山としては霧島山全体で 

１火山としています。 

参考資料 

【参考】噴火警戒レベルの運用開始年月  

噴火警戒レベル運用状況 
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鳥海山鳥海山

状況に応じて火口内への立入規制等
レベル１（活火山であることに留意）

大きな噴石（1.5km）の影響範囲の立入
規制等

レベル２（火口周辺規制）

火砕流・火砕サージ（中規模）、大きな
噴石（４km）の影響範囲の立入規制等

レベル３（入山規制）

火砕流・火砕サージ（大規模）、融雪型
火山泥流又は火口噴出型火山泥流の
影響範囲から避難準備等が必要

レベル４（避難準備）

火砕流・火砕サージ（大規模）、融雪型
火山泥流又は火口噴出型火山泥流の
影響範囲から避難等が必要

レベル５（避難）

特定地域

居住地域との境界

火口噴出型泥流及び
融雪型火山泥流の影響範囲

融雪型火山泥流の影響範囲

火砕流・火砕サージ
（大規模）の影響範囲

火砕流・火砕サージ
（中規模）の影響範囲

大きな噴石の影響範囲
（レベル３：想定火口から約４km）

大きな噴石の影響範囲
（レベル２：想定火口から約1.5km）

想定火口（新山周辺）
（状況に応じて新山周辺に
　　火口域が限定される場合がある）

想定火口（全域）

100
km

Ｎ

■鳥海山の噴火警戒レベルは、地元市町等と調整して作成しました。各レベルにおける具体的な規制範囲等については、地域防災計画等で定められています
　ので、詳細は地元市町にお問合せください。

■この図は「鳥海山火山噴火緊急減災対策砂防計画」（平成27年3月 鳥海山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会）に基づき作成しています。

※図中の特定地域とは、他の地域より早い防災対応をとる必要がある地域で、にかほ市観音森地区、遊佐町升川地区及び三ノ俣地区を指します。

この地図は、国土地理院の『地理院地図』を使用して作成しています

■鳥海山 噴火警戒レベルに応じた防災対応（概要）

にかほ市から撮影

●噴火警戒レベルとは、噴火時などに危険な範囲や必要な防災対応を、
　レベル１から５の５段階に区分したものです。
●各レベルには、火山の周辺住民、観光客、登山者等のとるべき防災
　行動が一目で分かるキーワードを設定しています（レベル５は「避
　難」、レベル４は「避難準備」、レベル３は「入山規制」、レベル
　２は「火口周辺規制」、レベル１は「活火山であることに留意」）。
●鳥海山の噴火警戒レベルは、噴火警報等でお伝えします。

https://www.jma-net.go.jp/akita/018-864-3955TEL：

■秋田地方気象台 
https://www.jma-net.go.jp/yamagata/023-622-2262TEL：

■山形地方気象台 

https://www.jma-net.go.jp/sendai/022-297-8164TEL：
仙台管区気象台　地域火山監視・警報センター

観⾳森地区観⾳森地区

升川地区升川地区

三ノ俣地区三ノ俣地区

新山新山鳥海湖鳥海湖

猿穴猿穴

遊佐町遊佐町

酒田市酒田市

由利本荘市由利本荘市

にかほ市にかほ市

https://www.jma-net.go.jp/akita/
https://www.jma-net.go.jp/yamagata/
https://www.jma-net.go.jp/sendai/


■各レベルにおける具体的な規制範囲等については各市町の地域防災計画等で定められています。
■最新の噴火警戒レベルは気象庁HPでもご覧になれます。
　https://www.jma.go.jp/jma/index.html

※火口とは、鳥海山火山噴火緊急減災対策砂防計画の想定火口域をいう
　状況に応じて新山周辺に火口域が限定される場合がある 

※火口噴出型泥流とは、噴火に伴い火山内部の熱水が噴出し、泥流となって流れ下る現象をさす 
※融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される 
※特定地域とは、他の居住地域より早期に避難等の対応が必要な地域をさす 

※各レベルの警戒が必要な範囲内で上位レベルに記述されている火山現象が発生する場合がある

鳥海山の噴火警戒レベル

平成30年3月27日運用開始

レベル予報
警報

対象
範囲

火山活動の状況 想定される現象等名称

過去事例

危険な居住地域から
の避難等。

1800～04年の噴火：
　　　新山形成、火砕物降下、噴石、泥流、
　　　死者８名  

● 噴火により火砕流・火砕サージ、火口噴出型泥
　 流、融雪型火山泥流が居住地域に影響を及ぼす、
　 または切迫している。

警戒が必要な居住地
域で避難準備等が必
要。

要配慮者及び特定地
域の避難等が必要。 該当事例なし。

 

火口から居住地域近
くまでの範囲への立
入規制等。

状況に応じて要配慮
者の避難準備等、特
定地域の避難等が必
要。

住民は通常の生活。

 

居住地域の近くまで
重大な影響を及ぼす
（この範囲に入った
場合には生命に危険
が及ぶ）噴火が発生、
あるいは発生すると
予想される。

1740～47年の噴火：噴煙多量、硫黄化合物が川に
　　　　　　　　　流入し、水田・川魚に被害
1974年の噴火：火砕物降下、泥流

　 

火口周辺への立入規
制等。

状況に応じて特定地
域の避難準備等が必
要。

住民は通常の生活。

 

火口周辺に影響を及
ぼす（この範囲に入
った場合には生命に
危険が及ぶ）噴火が
発生、あるいは発生
すると予想される。 該当事例なし。 

 

状況に応じて火口内
への立入規制等。

火山活動は静穏。
火山活動の状況によ
って、火口内で火山
灰の噴出等が見られ
る（この範囲に入っ
た場合には生命に危
険が及ぶ）。

 

平成30年3月

● 噴火により火砕流・火砕サージ、火口噴出型泥
　 流、融雪型火山泥流が居住地域に影響を及ぼす
　 ことが予想される。

過去事例

● 噴火により大きな噴石が火口から概ね４kmの範
　 囲内、火砕流・火砕サージが居住地域の近くま
　 で影響を及ぼす、または予想される。

過去事例

● 噴火により大きな噴石が火口から概ね1.5kmの
　 範囲内に影響を及ぼす、または予想される。

過去事例

● 火口内で噴気や火山ガス等が発生。

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生すると予想される
（可能性が高まって
いる）。

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生、あるいは切迫し
ている状態にある。

伏拝岳（新山の南西側）から撮影

https://www.jma.go.jp/jma/index.html

